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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の排気通路に配置される触媒の下流に位置する下流酸素センサの異常を検出す
るための装置であって、
　前記触媒上流における排気空燃比を制御する排気空燃比制御手段と、
　前記下流酸素センサの出力がリッチ出力からリーン出力に変化するのを受けて前記触媒
上流の排気空燃比をリーン空燃比からリッチ空燃比に変化させると共に、前記下流酸素セ
ンサの出力がリーン出力からリッチ出力に変化するのを受けて前記触媒上流の排気空燃比
をリッチ空燃比からリーン空燃比に変化させるアクティブ空燃比制御を実行するアクティ
ブ空燃比制御手段と、
　前記アクティブ空燃比制御の実行中に前記下流酸素センサから発せられるセンサ出力に
基づいて、当該下流酸素センサの異常を判定する異常判定手段と、
　前記アクティブ空燃比制御の実行中に前記触媒上流の排気空燃比に生じさせる空燃比の
振幅巾を変化させる空燃比振幅巾変更手段を備え、
　前記異常判定手段は、
　第１の振幅巾で前記アクティブ空燃比制御を実行させる小振幅アクティブ制御指令手段
と、
　前記第１の振幅巾でのアクティブ空燃比制御の実行に対して、前記異常判定手段に異常
判定を実行させる第１異常判定指令手段と、
　前記第１の振幅巾でのアクティブ空燃比制御の実行に対して前記下流酸素センサの異常
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が判定された場合に、前記第１の振幅巾に比して大きな第２の振幅巾で前記アクティブ空
燃比制御を実行させる大振幅アクティブ制御指令手段と、
　前記第２の振幅巾でのアクティブ空燃比制御の実行に対して、前記異常判定手段に異常
判定を実行させる第２異常判定指令手段と、
　前記第２の振幅巾でのアクティブ空燃比制御の実行に対して前記下流酸素センサの異常
が判定された場合に限り、前記下流酸素センサの異常を確定的に判定する異常発生確定手
段を備えることを特徴とする酸素センサの異常検出装置。
【請求項２】
　前記異常判定手段は、前記下流酸素センサの出力の変化速度に基づいて当該下流酸素セ
ンサの異常を判定することを特徴とする請求項１記載の酸素センサの異常検出装置。
【請求項３】
　前記異常判定手段は、前記下流酸素センサの出力の最大値または最小値に基づいて当該
下流酸素センサの異常を判定することを特徴とする請求項１記載の酸素センサの異常検出
装置。
【請求項４】
　前記アクティブ空燃比制御の実行中に、前記異常判定手段が前記下流酸素センサから発
せられるセンサ出力を取り込むのと並行して、当該センサ出力がリッチ出力からリーン出
力に変化する過程、或いは、そのセンサ出力がリーン出力からリッチ出力に変化する過程
において、前記触媒の酸素吸蔵容量を算出する酸素吸蔵容量算出手段と、
　前記異常判定手段によって前記下流酸素センサの異常が認められなかった場合に、前記
酸素吸蔵容量に基づいて前記触媒の劣化状態を判断する劣化状態判断手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１乃至３記載の酸素センサの異常検出装置。
【請求項５】
　前記異常判定手段によって前記下流酸素センサの異常が認められた場合に、前記酸素吸
蔵容量に基づく前記触媒の劣化判定を禁止する劣化判定禁止手段を備えることを特徴とす
る請求項４記載の酸素センサの異常検出装置。
【請求項６】
　前記アクティブ空燃比制御の実行中に、前記異常判定手段が前記下流酸素センサから発
せられるセンサ出力を取り込むのと並行して、前記下流酸素センサのセンサ出力がリッチ
出力からリーン出力に変化する過程、或いは、そのセンサ出力がリーン出力からリッチ出
力に変化する過程において、前記触媒の酸素吸蔵容量を算出する酸素吸蔵容量算出手段と
、
　前記酸素吸蔵容量と基準値との差が判定値以上である場合に、当該酸素吸蔵容量の算出
期間中に発せられた前記センサ出力に基づく前記異常判定手段による判定を禁止する判定
禁止手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項記載の酸素センサの異常検出装
置。
【請求項７】
　前記酸素吸蔵容量が算出される毎に、その値が反映されるように当該酸素吸蔵容量の学
習値を更新する学習値更新手段を備え、
　前記基準値は前記酸素吸蔵容量の学習値であることを特徴とする請求項６記載の酸素セ
ンサの異常検出装置。
【請求項８】
　吸入空気量および触媒温度の少なくとも一方が所定範囲から外れている場合に、前記酸
素吸蔵容量の学習値の更新を禁止する学習値更新禁止手段を備えることを特徴とする請求
項７記載の酸素センサの異常検出装置。
【請求項９】
　吸入空気量および触媒温度の少なくとも一方が所定範囲から外れている場合に、前記異
常判定手段による判定を禁止する判定禁止手段を備えることを特徴とする請求項１乃至５
の何れか１項記載の酸素センサの異常検出装置。



(3) JP 4161771 B2 2008.10.8

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、酸素センサの異常検出装置に係り、特に、内燃機関の排気通路に配置される触
媒の下流に位置する酸素センサの異常を検出するうえで好適な異常検出装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、例えば特許３１３４６９８号公報に開示されるように、内燃機関の排気通路に酸素
センサを備える構成が知られている。この酸素センサは、排気ガスに含まれる酸素濃度を
検出し、その酸素濃度より排気空燃比を検知する目的で配置される。排気通路に配置され
る酸素センサは、内燃機関の空燃比を制御するうえで重要な要素である。このため、酸素
センサの異常は速やかに検知する必要がある。
【０００３】
上述した従来の内燃機関は、より具体的には、排気通路に配置された触媒の上流に酸素セ
ンサを備えている。そして、このシステムは、内燃機関から流出する排気ガスの空燃比を
、つまり、触媒の上流に到達する排気ガスの空燃比を、強制的にリッチ空燃比とリーン空
燃比の間で変化させることにより、酸素センサの異常を検出することとしている。
【０００４】
上記従来の内燃機関において、触媒上流における排気空燃比が強制的に変化させられると
、酸素センサが正常であれば、そのセンサの出力は、排気空燃比の変化に追従した変化を
示す。従って、このシステムにおいては、触媒上流における排気空燃比を強制的に変化さ
せると共に、酸素センサの出力にその変化に対応した適正な変化が生ずるか否かを見るこ
とにより、酸素センサが正常に作動しているか否かを正確に判断することができる。
【０００５】
【特許文献１】
特許第３１３４６９８号公報
【特許文献２】
特開２００１ー３２９８３２号公報
【特許文献３】
特公平７－４２８８４号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、内燃機関の排気通路には、触媒の下流側にも酸素センサが配置されることがあ
る。具体的には、例えば、内燃機関の排気通路には、始動時および暖機時のエミッション
特性の向上を目的とした上流触媒と、通常運転時のエミッション特性確保を目的とした下
流触媒とが直列に配置されることがある。そして、このような構成においては、下流触媒
に流入する排気ガスの空燃比を精度良く制御するために、下流触媒の上流、つまり、上流
触媒の下流に酸素センサが配置されることがある。また、下流触媒がない場合においても
、排気ガス成分によって上流酸素センサの出力特性がばらつき、この上流酸素センサによ
り正確な空燃比検出ができない場合がある。そして、このような場合に、制度良く空燃比
を制御するため触媒下流にも酸素センサを配置して、２つのセンサを用いて空燃比をフィ
ードバック制御することがある。以下、このような酸素センサを「下流酸素センサ」と称
す。
【０００７】
触媒の下流における排気空燃比は、その上流における排気空燃比が如何なる値であっても
、触媒が浄化作用を発揮する期間中は、ほぼ理論空燃比となる。この場合、下流酸素セン
サが正常であっても、そのセンサ出力は、触媒上流の排気空燃比に追従した変化は示さな
い。このため、上述した従来のシステムが用いる異常検出の手法では、触媒の下流に配置
される下流酸素センサの異常を正確に検出することはできない。
【０００８】



(4) JP 4161771 B2 2008.10.8

10

20

30

40

50

本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、触媒下流に配置される下
流酸素センサの異常を正確に検出することのできる酸素センサの異常検出装置を提供する
ことを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　第１の発明は、上記の目的を達成するため、内燃機関の排気通路に配置される触媒の下
流に位置する下流酸素センサの異常を検出するための装置であって、
　前記触媒上流における排気空燃比を制御する排気空燃比制御手段と、
　前記下流酸素センサの出力がリッチ出力からリーン出力に変化するのを受けて前記触媒
上流の排気空燃比をリーン空燃比からリッチ空燃比に変化させると共に、前記下流酸素セ
ンサの出力がリーン出力からリッチ出力に変化するのを受けて前記触媒上流の排気空燃比
をリッチ空燃比からリーン空燃比に変化させるアクティブ空燃比制御を実行するアクティ
ブ空燃比制御手段と、
　前記アクティブ空燃比制御の実行中に前記下流酸素センサから発せられるセンサ出力に
基づいて、当該下流酸素センサの異常を判定する異常判定手段と、
　前記アクティブ空燃比制御の実行中に前記触媒上流の排気空燃比に生じさせる空燃比の
振幅巾を変化させる空燃比振幅巾変更手段を備え、
　前記異常判定手段は、
　第１の振幅巾で前記アクティブ空燃比制御を実行させる小振幅アクティブ制御指令手段
と、
　前記第１の振幅巾でのアクティブ空燃比制御の実行に対して、前記異常判定手段に異常
判定を実行させる第１異常判定指令手段と、
　前記第１の振幅巾でのアクティブ空燃比制御の実行に対して前記下流酸素センサの異常
が判定された場合に、前記第１の振幅巾に比して大きな第２の振幅巾で前記アクティブ空
燃比制御を実行させる大振幅アクティブ制御指令手段と、
　前記第２の振幅巾でのアクティブ空燃比制御の実行に対して、前記異常判定手段に異常
判定を実行させる第２異常判定指令手段と、
　前記第２の振幅巾でのアクティブ空燃比制御の実行に対して前記下流酸素センサの異常
が判定された場合に限り、前記下流酸素センサの異常を確定的に判定する異常発生確定手
段を備えることを特徴とする。
【００１０】
また、第２の発明は、第１の発明において、前記異常判定手段は、前記下流酸素センサの
出力の変化速度に基づいて当該下流酸素センサの異常を判定することを特徴とする。
【００１１】
また、第３の発明は、第１の発明において、前記異常判定手段は、前記下流酸素センサの
出力の最大値または最小値に基づいて当該下流酸素センサの異常を判定することを特徴と
する。
【００１３】
　また、第４の発明は、第１乃至第３の発明の何れかにおいて、
　前記アクティブ空燃比制御の実行中に、前記異常判定手段が前記下流酸素センサから発
せられるセンサ出力を取り込むのと並行して、当該センサ出力がリッチ出力からリーン出
力に変化する過程、或いは、そのセンサ出力がリーン出力からリッチ出力に変化する過程
において、前記触媒の酸素吸蔵容量を算出する酸素吸蔵容量算出手段と、
　前記異常判定手段によって前記下流酸素センサの異常が認められなかった場合に、前記
酸素吸蔵容量に基づいて前記触媒の劣化状態を判断する劣化状態判断手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１４】
　また、第５の発明は、第４の発明において、前記異常判定手段によって前記下流酸素セ
ンサの異常が認められた場合に、前記酸素吸蔵容量に基づく前記触媒の劣化判定を禁止す
る劣化判定禁止手段を備えることを特徴とする。
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【００１５】
　また、第６の発明は、第１乃至第５の発明の何れかにおいて、
　前記アクティブ空燃比制御の実行中に、前記異常判定手段が前記下流酸素センサから発
せられるセンサ出力を取り込むのと並行して、前記下流酸素センサのセンサ出力がリッチ
出力からリーン出力に変化する過程、或いは、そのセンサ出力がリーン出力からリッチ出
力に変化する過程において、前記触媒の酸素吸蔵容量を算出する酸素吸蔵容量算出手段と
、
　前記酸素吸蔵容量と基準値との差が判定値以上である場合に、当該酸素吸蔵容量の算出
期間中に発せられた前記センサ出力に基づく前記異常判定手段による判定を禁止する判定
禁止手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１６】
　また、第７の発明は、第６の発明において、
　前記酸素吸蔵容量が算出される毎に、その値が反映されるように当該酸素吸蔵容量の学
習値を更新する学習値更新手段を備え、
　前記基準値は前記酸素吸蔵容量の学習値であることを特徴とする。
【００１７】
　また、第８の発明は、第７の発明において、吸入空気量および触媒温度の少なくとも一
方が所定範囲から外れている場合に、前記酸素吸蔵容量の学習値の更新を禁止する学習値
更新禁止手段を備えることを特徴とする。
【００１８】
　また、第９の発明は、第１乃至第５の発明の何れかにおいて、吸入空気量および触媒温
度の少なくとも一方が所定範囲から外れている場合に、前記異常判定手段による判定を禁
止する判定禁止手段を備えることを特徴とする。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照してこの発明の実施の形態について説明する。尚、各図において共通す
る要素には、同一の符号を付して重複する説明を省略する。
【００２０】
実施の形態１．
［実施の形態１の構成の説明］
図１は、本発明の実施の形態１の構成を説明するための図である。図１に示す構成は、内
燃機関１０を備えている。内燃機関１０には、吸気通路１２および排気通路１４が連通し
ている。吸気通路１２の端部にはエアフィルタ１６が配置されている。エアフィルタ１６
の下流には、吸気通路１２を流通する空気量、すなわち、吸入空気量Gaを検出するための
エアフロメータ１８が配置されている。
【００２１】
エアフロメータ１８の下流には、スロットルバルブ２０が設けられている。スロットルバ
ルブ２０の近傍には、スロットル開度TAを検出するスロットルセンサ２２と、スロットル
バルブ２０が全閉となることでオンとなるアイドルスイッチ２４とが配置されている。吸
気通路１２には、更に、内燃機関１０の吸気ポートに燃料を噴射するための燃料噴射弁２
６が配置されている。
【００２２】
排気通路１４には、上流触媒２８と下流触媒３０とが直列に配置されている。これらの触
媒は、内燃機関１０が始動された後、所定の活性温度に達することにより排気ガスの浄化
機能を発揮することができる。上流触媒２８は、内燃機関１０の始動直後および暖機過程
での排気エミッション低減を主たる目的とする。下流触媒３０は、通常運転時における排
気エミッション向上を主たる目的とする。
【００２３】
上流触媒２８、および下流触媒３０は、それぞれ酸素吸蔵容量（OSC：O2 Storage Capaci
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tor)を有しており、その容量の範囲で酸素を吸蔵することができる。これらの触媒２８，
３０は、排気ガス中にHCやCOなどの未燃成分が含まれている場合は、吸蔵している酸素を
放出することでそれらの未燃成分を酸化し、また、排気ガス中に酸素やNOxなどが多く含
まれている場合は、余剰な酸素を吸蔵し、触媒雰囲気を理論空燃比に保つことができる。
上流触媒２８および下流触媒３０は、それぞれ上記の原理により排気ガスを浄化する。
【００２４】
上流触媒２８の上流には、空燃比センサ３２が配置されている。空燃比センサ３２は、排
気ガス中の酸素濃度に応じた出力を発するセンサである。排気ガス中の酸素濃度は、排気
空燃比と相関を有している。このため、空燃比センサ３２によれば、上流触媒２８に流入
する排気ガス、つまり、内燃機関１０から排出されてきた直後の排気ガスの空燃比を検出
することができる。
【００２５】
上流触媒２８の下流、つまり、下流触媒３０の上流には、下流酸素センサ３４が配置され
ている。下流酸素センサ３４は、排気ガス中に酸素が存在するか否かに応じて出力を大き
く変化させるセンサである。排気ガス中には、排気空燃比がリッチである場合には酸素は
残留しない。一方、排気空燃比がリーンである場合は排気ガス中の酸素が残留する。この
ため、下流酸素センサ３４によれば、上流触媒２８から流出してくる排気ガスがリッチで
あるかリーンであるかを正確に検出することができる。
【００２６】
図１に示すシステムは、ECU(Electronic Control Unit)４０を備えている。ECU４０には
、上述した各種のセンサからセンサ出力が供給されている。また、ECU４０は、それらの
センサ出力に基づいて内燃機関１０に供給すべき燃料量を算出し、その燃料量が噴射され
るように燃料噴射弁２６を制御することができる。
【００２７】
本実施形態のシステムは、空燃比センサ３２の出力、および下流酸素センサ３４の出力に
基づいて排気空燃比の制御、すなわち、燃料噴射量の制御などを実行する。このため、空
燃比センサ３２や下流酸素センサ３４の異常は、速やかに検出できることが望ましい。
【００２８】
空燃比センサ３２の異常については、内燃機関１０から排出される排気ガスの空燃比を強
制的に変化させたうえで、その変化に追従した変化が空燃比センサ３２の出力に表れるか
否かを見ることで正確に判断することができる。つまり、ECU４０は、エアフロメータ１
８により検出される吸入空気量Gaに対して、空燃比A/Fが変動するように燃料噴射量を決
定しつつ、その変動に応じた変化が空燃比センサ３２の出力に表れるか否かに応じて、空
燃比センサ３２が正常であるか否かを判断することができる。
【００２９】
しかしながら、下流酸素センサ３４の異常については、上記の手法によっては検出するこ
とができない。すなわち、吸入空気量Gaに対して燃料噴射量が上記の如く制御され、その
結果上流触媒２８に流入する排気ガスの空燃比が強制的に変動させられたとしても、下流
酸素センサ３４の周囲に導かれるのは、上流触媒２８を通過した後の排気ガスである。上
流触媒２８を通過した後の排気ガスは、上流触媒２８が浄化能力を発揮する限りは理論空
燃比に維持される。このため、内燃機関１０から排出される排気ガスの空燃比と、下流酸
素センサ３４のセンサ出力との間に相関が認められるか否かによっては、下流酸素センサ
３４が正常であるか否かを判断することはできない。そこで、本実施形態では、下流酸素
センサ３４の異常検出が要求される際には、下流酸素センサ３４の周囲における排気空燃
比を強制的に変動させるべく、以下に説明するアクティブ空燃比制御を実行することとし
た。
【００３０】
［下流酸素センサの異常検出の原理説明］
図２は、ECU４０が実行するアクティブ空燃比制御の内容を説明するためのタイミングチ
ャートである。より具体的には、図２（Ａ）は、上流触媒２８に流入する排気ガスの空燃
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比（以下、「触媒前空燃比」と称す）がリッチであるかリーンであるかを表す波形を示す
。また、図２（Ｂ）は、下流酸素センサ３４のセンサ出力波形を示す。更に、図２（Ｃ）
は、上流触媒２８から流出して下流酸素センサ３４の周囲に導かれる排気ガスの空燃比（
以下、触媒後空燃比」と称す）の変化を示す。
【００３１】
アクティブ空燃比制御の実行中は、先ず、触媒前空燃比が所定のリッチ空燃比またはリー
ン空燃比に維持される。図２（Ａ）は、時刻t1以前において、触媒前空燃比がリッチ空燃
比に維持されている状態を示している。触媒前空燃比がリッチ空燃比に維持されると、上
流触媒２８は、吸蔵酸素を放出して排気ガス中の未燃成分（HC、CO）の酸化を図る。上流
触媒２８中に吸蔵酸素が残存している期間中は、その下流には理論空燃比に浄化された排
気ガスが流出する。従って、その間、触媒後空燃比はほぼ理論空燃比に維持される。
【００３２】
触媒前空燃比がリッチに維持された結果、上流触媒２８中の吸蔵酸素が全て消費されると
、その後、上流触媒２８の下流には、未燃成分を含むリッチな排気ガスが流出し始める。
図２（Ｃ）は、時刻t1の直前に上流触媒２８中の吸蔵酸素が全て消費され、その結果、触
媒後空燃比が理論空燃比からリッチ空燃比に変化した状態を示している。
【００３３】
触媒後空燃比が理論空燃比からリッチ空燃比に変化すると、下流酸素センサ３４のセンサ
出力は、図２（Ｂ）に示すようにリーン出力からリッチ出力に変化する。ECU４０は、そ
のセンサ出力がリッチ出力であるかリーン出力であるかを判定するために、リーン判定値
VLおよびリッチ判定値VRを用いている。より具体的には、ECU４０は、下流酸素センサ３
４の出力が、リッチ判定値VRを超えると、そのセンサ出力がリッチ出力に変化したと判断
し、一方、下流酸素センサ３４の出力がリーン判定値VLを下回ると、そのセンサ出力がリ
ーン出力に変化したと判断する。図２に示す時刻t1は、上記の基準に従って、下流酸素セ
ンサ３４の出力がリッチ出力に変化したと判断された時刻である。
【００３４】
アクティブ空燃比制御の実行中、ECU４０は、下流酸素センサ３４の出力がリッチ出力に
変化したと判断すると、その時点で、上流触媒２８の吸蔵酸素が使い果たされたと判断す
る。そして、ECU４０は、その後、触媒前空燃比がリーンに反転するように、吸入空気量G
aに対する燃料噴射量の割合を変化させる。その結果、時刻t1の後、図２（Ａ）に示すよ
うに、触媒前空燃比はリッチからリーンに反転する。
【００３５】
触媒前空燃比がリッチからリーンに反転された後、その反転の影響を受けた排気ガスが上
流触媒２８の下流に流出してくるまでの期間（以下、「ガス輸送遅れ期間」と称す）は、
触媒後空燃比がリッチに維持される。そして、ガス輸送遅れ期間が経過した後（図２にお
ける時刻t2の後）は、空燃比がリーンに反転された後に上流触媒２８に流入し、その内部
で処理された排気ガスが上流触媒２８の下流に流出してくる。
【００３６】
時刻t1において、上流触媒２８は、全ての吸蔵酸素を放出した状態となっている。この状
態で、上流触媒２８に空燃比のリーンな排気ガスが流入すると、上流触媒２８は、排気ガ
ス中の余剰な酸素を吸蔵することで触媒雰囲気を理論空燃比に保ち、排気ガスを浄化する
。このため、上記のガス輸送遅れ期間が経過した後に、つまり、図２に示す時刻t2の後に
上流触媒２８の下流に流出してくる排気ガスの空燃比は、再び理論空燃比の近傍値となる
。
【００３７】
アクティブ空燃比制御の実行中は、以後、触媒前空燃比がリーンに維持される。触媒前空
燃比がリーンに維持されている期間中、上流触媒２８は、酸素吸蔵能力一杯に酸素を吸蔵
するまで、酸素を吸蔵し続ける。そして、上流触媒２８に酸素吸蔵能力一杯の酸素が吸蔵
されると、その後、上流触媒２８の下流には、酸素を含むリーンな排気ガスが流出し始め
る。
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【００３８】
図２に示す時刻t3は、上流触媒２８の下流にリーンな排気ガスが流出し始めた時刻を示し
、また、時刻t4は、下流酸素センサ３４の出力がリーン判定値VLを下回り、ECU４０によ
り、排気ガスがリーンであることが認識された時刻である。尚、触媒後空燃比が理論空燃
比近傍に維持される期間は、上流触媒２８が適正に浄化能力を発揮する期間であり、その
長さは上流触媒２８の酸素吸蔵能力に対応している。
【００３９】
以後、アクティブ制御の実行が継続される限り、上述した処理、つまり、下流酸素センサ
３４の出力反転を受けて触媒前空燃比を強制的に反転させる処理が繰り返し実行される。
その結果、アクティブ制御の実行中は、図２（Ｃ）に示すように、触媒後空燃比が、周期
的にリッチ空燃比およびリーン空燃比となる。このような状況下では、下流酸素センサ３
４が正常であれば、その出力は、図２（Ｂ）に示すように、リッチ出力とリーン出力との
間で周期的な変化を繰り返す。従って、本実施形態のシステムによれば、アクティブ空燃
比制御の実行と合わせて、下流酸素センサ３４の出力が正常にリッチ出力とリーン出力を
交互に出力しているか否かを見ることにより、下流酸素センサ３４の異常を精度良く検出
することができる。
【００４０】
［下流酸素センサの応答性の影響］
次に、下流酸素センサ３４の応答性が、アクティブ空燃比制御の実行中におけるセンサ出
力にどのように影響するかについて説明する。
図３は、アクティブ空燃比制御の実行中に、触媒後空燃比の反転に伴って下流酸素センサ
３４の出力に生ずる変化の様子を説明するための図である。図３において、実線で示す波
形は、下流酸素センサ３４が正規の応答性を示す場合の波形であり、一方、破線で示す波
形は、応答性の劣化した下流酸素センサ３４の出力波形である。
【００４１】
図３に示すように、アクティブ空燃比制御の実行中における下流酸素センサ３４の出力は
、その応答性が劣化することにより、反転時の立ち上がり、および立ち下がりが緩やかに
なる。従って、本実施形態のシステムでは、アクティブ空燃比制御の実行中に生ずる下流
酸素センサ３４の立ち上がり、或いは立ち下がりの速度を見ることで、そのセンサ３４の
応答性を判断することができる。
【００４２】
図４は、上記図２に示すタイミングチャート（下流酸素センサ３４が正常な応答性を示す
環境下で実現されるタイミングチャート）に、下流酸素センサ３４の応答性が劣化した場
合に実現されるタイミングチャートを重ねて表した図である。図４中に実線で示すタイミ
ングチャートが正常時のチャートであり、一方、破線で示すチャートが応答性劣化時にお
けるチャートである。
【００４３】
図４において、時刻T1以前は、触媒前空燃比がリッチに維持されている。そして、時刻T1
は、触媒後空燃比が理論空燃比からリッチ空燃比が変化した時刻である。触媒後空燃比が
このように変化する過程において、下流酸素センサ３４の出力は、自らの応答性に応じた
速度で変化する。このため、図２（Ｂ）中に示すように、応答性が正規である場合は時刻
T1において下流酸素センサ３４の出力がリッチ判定値VRを超えるのに対して、その応答性
が劣化している場合は、時刻T1より遅い時刻T2まで、下流酸素センサ３４の出力がリッチ
判定値VR以下に維持される。
【００４４】
ECU４０は、既述した通り、下流酸素センサ３４の出力に基づいて触媒後空燃比の反転を
検知し、触媒前空燃比の反転を図る。従って、下流酸素センサ３４の出力がリッチ判定値
VRを超える時刻がT1からT2に遅れると、図４（Ａ）に示すように、触媒前空燃比をリッチ
からリーンに反転させる時期に遅れが生ずる。触媒後空燃比は、触媒前空燃比が反転され
た後、ガス輸送遅れ期間が経過した後にリッチ空燃比から理論空燃比に向かって変化する
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。従って、下流酸素センサ３４の応答性が劣化している場合、図４（Ｃ）に示すように、
触媒後空燃比がリッチに維持される期間は、その応答性が正常である場合に比して、セン
サの応答遅れに起因する時間だけ長くなる。
【００４５】
触媒前空燃比がリッチからリーンに反転された後、上流触媒２８の下流に空燃比のリーン
な排気ガスが流出してくるまでの期間は、既述した通り、上流触媒２８の酸素吸蔵容量に
応じて決定される。従って、その期間は、下流酸素センサ３４の応答性に影響されること
なくほぼ一定である。このため、下流酸素センサ３４の応答遅れに起因する時間のずれ（
T1とT2のずれ）は、上流触媒２８の下流に空燃比のリーンな排気ガスが流出し始める時刻
のずれ（図４における時刻T3とT4のずれ）としてそのまま維持される。
【００４６】
下流酸素センサ３４が適正な応答性を示す場合は、時刻T3の後、正規の応答性に起因する
時間が経過した時点で下流酸素センサ３４の出力はリーン判定値VLを下回る。一方、その
応答性が劣化している場合は、時刻T4の後、正規の応答性に起因する時間と、センサ応答
遅れに起因する時間との和に等しい時間が経過するまで下流酸素センサ３４の出力はリー
ン判定値VL以上に維持される。このため、下流酸素センサ３４が正常な応答性を示す場合
とその応答性が劣化している場合とを比較すると、時刻T3またはT4の後、触媒前空燃比が
リーンからリッチに切り換えられる時刻については、時刻T1とT2のずれ（最初のセンサ応
答遅れに起因する時間）に、更にセンサ応答遅れに起因する時間を加えた時間だけ両者間
にずれが生ずる。以後、アクティブ空燃比制御が継続される限り、下流酸素センサ３４の
応答性が劣化している場合は、そのセンサ出力が反転する毎に、センサ応答遅れに起因す
る時間のずれが触媒前空燃比の反転周期に重畳される。
【００４７】
以上説明した通り、アクティブ空燃比制御の実行中における反転動作は、下流酸素センサ
３４が正常な応答性を示す場合と、その応答性に劣化が生じている場合とでは、全く同じ
にはならない。そして、それらは、例えば、下流酸素センサ３４の出力が理論空燃比に対
応する出力からリッチ出力或いはリーン出力に変化する際の変化速度に基づいて区別する
ことができる。そこで、本実施形態では、アクティブ空燃比制御の実行に伴って下流酸素
センサ３４の出力が変化する際に、その変化速度が正常であるか否かを見ることで、下流
酸素センサ３４の応答性が劣化しているか否かを判断することとしている。
【００４８】
図５は、上記の機能を実現するために本実施形態においてECU４０が実行する制御ルーチ
ンのフローチャートを示す。
図５に示すルーチンでは、先ず、アクティブ空燃比制御の実行条件が成立しているか否か
が判別される（ステップ１００）。
その結果、上記の実行条件が成立していないと判別された場合は、アクティブ空燃比制御
の停止指令が発せられた後（ステップ１０２）、今回の処理サイクルが終了される。
【００４９】
一方、上記の実行条件が成立していると判別された場合は、アクティブ空燃比制御の実行
指令が発せられる（ステップ１０４）。
ECU４０は、本ステップ１０４の処理により、実行指令が発せられると、上述したアクテ
ィブ空燃比制御が実現されるべく、燃料噴射量等の制御が開始する。
【００５０】
図５に示すルーチンでは、次に、前回の処理サイクルから今回の処理サイクルにかけて、
下流酸素センサ３４の出力Vsが、リーン判定値VLを下回る値から、その判定値VL以上の値
に変化したか否かが判別される（ステップ１０６）。
【００５１】
その結果、センサ出力Vsがリーン判定値VL以上に変化していると判別された場合は、下流
酸素センサ３４の出力Vsが、リーン出力からリッチ出力に向かって変化し始めたと判断す
ることができる。この場合、センサ出力Vsの変化所要時間を計数するために、カウンタC
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がインクリメントされる（ステップ１０８）。
【００５２】
次に、下流酸素センサ３４の出力Vsが、リッチ判定値VRに達したか否かが判別される（ス
テップ１１０）。
本ステップ１１０において、Vs≧VRが成立すると判別されるまで、上記ステップ１０８の
処理が繰り返し実行される。そして、Vs≧VRが成立すると判別された場合は、以後、後述
するステップ１１８の処理が実行される。上記の処理によれば、下流酸素センサ３４の出
力Vsがリーン出力からリッチ出力に変化する過程において、その値Vsが、リーン判定値VL
からリッチ判定値VRまで変化するのに要する時間をカウンタCに計数することができる。
【００５３】
図５に示すルーチン中、上記ステップ１０６において、前回の処理サイクルから今回の処
理サイクルにかけて、下流酸素センサ３４の出力Vsが、VLを下回る値から、VL以上の値に
変化していないと判別された場合は、次に、前回の処理サイクルから今回の処理サイクル
にかけて、そのセンサ出力Vsが、リッチ判定値VRを上回る値から、リッチ判定値VR以下の
値に変化しているか否かが判別される（ステップ１１２）。
【００５４】
その結果、センサ出力Vsがリッチ判定値VR以下に変化していると判別された場合は、下流
酸素センサ３４の出力Vsが、リッチ出力からリーン出力に向かって変化し始めたと判断す
ることができる。この場合、次に、センサ出力Vsの変化所要時間を計数するために、カウ
ンタCがインクリメントされる（ステップ１１４）。
【００５５】
次に、下流酸素センサ３４の出力Vsが、リーン判定値VLに達したか否かが判別される（ス
テップ１１６）。
本ステップ１１６において、Vs≦VLが成立すると判別されるまで、上記ステップ１１４の
処理が繰り返し実行される。そして、Vs≦VLが成立すると判別された場合は、以後、後述
するステップ１１８の処理が実行される。上記の処理によれば、下流酸素センサ３４の出
力Vsがリッチ出力からリーン出力に変化する過程において、その値Vsが、リッチ判定値VR
からリーン判定値VLまで変化するのに要する時間をカウンタCに計数することができる。
【００５６】
上記ステップ１１０の処理、或いは上記ステップ１１６の処理が終了すると、次に、カウ
ンタCの計数値が判定値C0以上であるか否かが判別される（ステップ１１８）。
判定値C0は、下流酸素センサ３４が正規の応答性を示す場合に、センサ出力Vsがリーン判
定値VLからリッチ判定値VRに変化する際に、或いはリッチ判定値VRからリーン判定値VLに
変化する際に要する時間にマージンを加えた時間に相当している。従って、本ステップ１
１８において、C≧C0が成立すると判別された場合は、下流酸素センサ３４が、正規の応
答性を示していないと判断することができる。一方、その計数値Cが判定値C0以上でない
と判別された場合は、下流酸素センサ３４が正規の応答性を示していると判断できる。
【００５７】
図５に示すルーチンでは、上記ステップ１１８においてC≧C0が成立すると判別されると
、以後、下流酸素センサ３４の応答性劣化が判断される（ステップ１２０）。
一方、上記ステップ１１８においてC≧C0が成立しないと判別された場合は、下流酸素セ
ンサ３４が正常であると判断される（ステップ１２２）。
【００５８】
以上説明した通り、本実施形態のシステムによれば、アクティブ空燃比制御を実行するこ
とで、触媒後空燃比をリッチとリーンの間で周期的に変動させることができる。そして、
その空燃比の変動に起因してセンサ出力Vsに生ずる変化が、正規の変化速度を有するか否
かに基づき、下流酸素センサ３４が正常な応答性を示しているか否かを正確に判断するこ
とができる。
【００５９】
尚、上述した実施の形態１においては、ECU４０が、触媒前空燃比を所望空燃比とするべ



(11) JP 4161771 B2 2008.10.8

10

20

30

40

50

く燃料噴射量を制御することにより前記第１の発明における「排気空燃比制御手段」が、
上述したアクティブ空燃比制御を実行すべく燃料噴射量を制御することにより前記第１の
発明における「アクティブ空燃比制御手段」が、上記ステップ１０６～１２２の処理を実
行することにより前記第１の発明における「異常判定手段」が、それぞれ実現されている
。
【００６０】
実施の形態２．
次に、図６乃至図８を参照して、本発明の実施の形態２について説明する。
本実施形態の装置は、図１に示すシステムにおいて、ECU４０に後述する図８に示すルー
チンを実行させることにより実現することができる。
【００６１】
上述した実施の形態１の装置は、アクティブ空燃比制御の実行中における下流酸素センサ
３４のセンサ出力Vsに基づいて、下流酸素センサ３４の応答性劣化を検出することとして
いる。ところで、下流酸素センサ３４には、応答性の他、その出力値に関する劣化が生ず
ることがある。
【００６２】
図６は、下流酸素センサ３４に生ずる劣化のモードを説明するための図である。図６中に
実線および破線で示す波形は、それぞれ図３に示すものと同様に、アクティブ空燃比制御
の実行中に、正常な下流酸素センサ３４または応答性の劣化した下流酸素センサ３４が発
するセンサ出力Vsの波形である。また、図６中に一点鎖線で示す波形は、リッチ側の出力
値を縮小させるような劣化が生じた下流酸素センサ３４（以下、「出力縮小センサ」と称
す）の出力波形である。
【００６３】
下流酸素センサ３４から発せられる出力Vsが、リッチ判定値VRを超えない程度にまで出力
特性が劣化すると、本実施形態のシステムにおいて、正常な空燃比制御を維持することが
できなくなる。従って、下流酸素センサ３４の出力を縮小させる劣化についても、その応
答性を低下させる劣化と同様に、精度良く検出できることが望ましい。一方、出力縮小セ
ンサは、応答性に関しては正常なセンサと同様の特性を示すことがある。従って、実施の
形態１において用いた手法、つまり、センサ出力Vsの変化速度に着目して劣化を検出する
手法によっては、出力縮小センサの劣化を検出することはできない。
【００６４】
ところで、アクティブ空燃比制御の実行中における下流酸素センサ３４の出力Vsは、厳密
には、図７に示すような変化を示す（但し、応答性は良好であるものとする）。すなわち
、下流酸素センサ３４の出力Vsは、上流触媒２８の下流にリッチな排気ガスが流出し始め
た後、現実の触媒後空燃比がリッチである期間中に最も高い値を示す。そして、上流触媒
２８の浄化作用により触媒後空燃比が理論空燃比になると、センサ出力Vsはリッチ時の出
力Vsより僅かに低い値となる。更に、下流酸素センサ３４の出力Vsは、上流触媒２８の下
流にリーンな排気ガスが流出し始めた後、現実の触媒後空燃比がリーンである期間中に最
も小さな値を示す。その後、上流触媒２８の浄化作用により触媒後空燃比が理論空燃比に
なると、センサ出力Vsはリーン時の出力Vsより僅かに高い値となる。
【００６５】
図７に示す出力変化は、触媒後空燃比の値が、速やかにセンサ出力Vsに反映されることを
前提としている。これに対して、下流酸素センサ３４の応答性が悪く、触媒後空燃比の値
が速やかにセンサ出力Vsに反映されないような場合は、センサ出力Vsの波形が図７に示す
波形とは異なったものとなる。
【００６６】
つまり、下流酸素センサ３４の応答性が劣化している場合は、上流触媒２８の下流にリッ
チな排気ガスが流出し始めた後、触媒後空燃比が現実にリッチである期間中に、センサ出
力Vsが最大値に到達し得ない事態が生ずる。同様に、このような場合には、上流触媒２８
の下流にリーンな排気ガスが流出し始めた後、触媒後空燃比が現実にリーンである期間中
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に、センサ出力Vsが最小値まで低下し得ない事態が生ずる。センサ出力Vsが最大値に到達
する以前に触媒後空燃比が理論空燃比に変化すれば、センサ出力Vsは、最大値に到達する
ことなく理論空燃比に対応する値に収束する。また、センサ出力Vsが最小値に到達する以
前に触媒後空燃比が理論空燃比に変化すれば、センサ出力Vsは、最小値に到達することな
く理論空燃比に対応する値に収束する。
【００６７】
上述した理由により、下流酸素センサ３４の出力Vsの最大値は、センサの応答性が劣化す
るに連れて小さな値となる。また、下流酸素センサ３４の出力Vsの最小値は、センサの応
答性が劣化するに連れて大きな値となる。従って、本実施形態のシステムでは、下流酸素
センサ３４の応答性劣化の有無を、センサ出力Vsの最大値が正常値であるか、或いはセン
サ出力Vsの最小値が正常値であるかを見ることによっても判断することができる。
【００６８】
センサ出力Vsを縮小させる上記の劣化についても、下流酸素センサ３４の出力Vsの最大値
が正常値であるか否かを見ることで判断が可能である。そこで、本実施形態のシステムで
は、アクティブ空燃比制御の実行に伴って、センサ出力Vsの最大値、或いは最小値が、そ
れぞれ正常値にまで到達するか否かに基づいて、下流酸素センサ３４の応答性劣化と、出
力縮小劣化の双方を同時に診断することとしている。
【００６９】
図８は、上記の機能を実現するために本実施形態においてECU４０が実行する制御ルーチ
ンのフローチャートを示す。尚、図８において、上記図５に示すステップと同一のステッ
プについては、同一の符号を付してその説明を省略または簡略する。
【００７０】
図８に示すルーチンでは、ステップ１０４の処理によりアクティブ空燃比制御の実行が指
令されると、その後、下流酸素センサ３４の出力Vsが、リッチ判定値VR以上であるか否か
が判別される（ステップ１３０）。
【００７１】
その結果、センサ出力Vsがリッチ判定値VR以上であると判別された場合は、下流酸素セン
サ３４が、リッチ出力を発していると判断することができる。この場合、先ず、出力最大
値Vmaxがクリアされる（ステップ１３１）。
次いで、現在のセンサ出力Vsが、出力最大値Vmaxより大きいか否かが判別される（ステッ
プ１３２）。
その結果、Vs＞Vmaxが成立すると判別された場合は、そのセンサ出力Vsが、出力最大値Vm
axとして記憶される（ステップ１３４）。
一方、Vs＞Vmaxが成立しないと判別された場合は、上記ステップ１３４の処理がジャンプ
される。
【００７２】
図８に示すルーチンでは、次に、センサ出力Vsが、リーン判定値VL以下に低下したか否か
が判別される（ステップ１３６）。
本ステップ１３６において、Vs≦VLが成立しないと判別された場合は、再び上記ステップ
１３２以降の処理が実行される。そして、ステップ１３２および１３４の処理は、本ステ
ップ１３６において、Vs≦VLが成立すると判別されるまで繰り返される。
【００７３】
上記ステップ１３６においてVs≦VLが成立すると判別された場合は、センサ出力Vsが、リ
ッチ出力からリーン出力に変化したと判断することができる。つまり、この場合は、セン
サ出力Vsの最大値Vmaxが現時点で確定されたと判断することができる。図８に示すルーチ
ンでは、この場合、以後、後述するステップ１４４の処理が実行される。
【００７４】
図８に示すルーチン中、上記ステップ１３０において、下流酸素センサ３４の出力Vsがリ
ッチ判定値VR以上でないと判別された場合は、そのセンサ出力Vsがリーン判定値VL以下で
あるかが判別される（ステップ１３８）。
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【００７５】
その結果、センサ出力Vsがリーン判定値VL以下であると判別された場合は、下流酸素セン
サ３４がリーン出力を発していると判断できる。この場合、先ず、出力最小値Vminがクリ
アされる（ステップ１３９）。
次いで、現在のセンサ出力Vsが、出力最小値Vminより小さいか否かが判別される（ステッ
プ１４０）。
その結果、Vs＜Vminが成立すると判別された場合は、そのセンサ出力Vsが、出力最小値Vm
inとして記憶される（ステップ１４２）。
一方、Vs＜Vminが成立しないと判別された場合は、上記ステップ１４２の処理がジャンプ
される。
【００７６】
図８に示すルーチンでは、次に、センサ出力Vsが、リッチ判定値VR以上に上昇したか否か
が判別される（ステップ１４３）。
本ステップ１４３において、Vs≧VRが成立しないと判別された場合は、再び上記ステップ
１４０以降の処理が実行される。そして、ステップ１４０および１４２の処理は、本ステ
ップ１４３において、Vs≧VRが成立すると判別されるまで繰り返される。
【００７７】
上記ステップ１４３においてVs≧VRが成立すると判別された場合は、センサ出力Vsが、リ
ーン出力からリッチ出力に変化したと判断することができる。つまり、この場合は、セン
サ出力Vsの最小値Vminが現時点で確定されたと判断することができる。図８に示すルーチ
ンでは、この場合、以後、後述するステップ１４４の処理が実行される。
【００７８】
上記ステップ１３６の条件、或いは上記ステップ１４３の条件が成立すると、次に、出力
最大値Vmaxが判定値αより小さいか否か、および出力最小値Vminが判定値βより大きいか
否かが判別される（ステップ１４４）。
判定値αは、下流酸素センサ３４が正規の出力特性（応答性および出力値）を示す場合に
センサ出力Vsが到達する最大値から、マージンを減じた値である。従って、本ステップ１
４４において、Vmax＜αが成立すると判別された場合は、下流酸素センサ３４が、正規の
出力特性を示していないと判断することができる。また、上記の判定値βは、下流酸素セ
ンサ３４が正規の出力特性（応答性および出力値）を示す場合にセンサ出力Vsが到達する
最大値に、マージンを加えた値である。従って、本ステップ１４４において、Vmax＞βが
成立すると判別された場合は、下流酸素センサ３４が、正規の出力特性を示していないと
判断することができる。一方、本ステップ１４４において、それら２つの条件が何れも成
立しないと判別された場合は、下流酸素センサ３４が正規の出力特性を示していると判断
できる。
【００７９】
図８に示すルーチンでは、上記ステップ１４４において、Vmax＜αおよびVmax＞βの何れ
かが成立すると判別された場合は、下流酸素センサ３４の劣化（応答性劣化または出力縮
小劣化）が判断される（ステップ１４６）。
一方、上記ステップ１４４において、Vmax＜αおよびVmax＞βの何れもが成立しないと判
別された場合は、下流酸素センサ３４が正常であると判断される（ステップ１４８）。
【００８０】
以上説明した通り、本実施形態のシステムによれば、アクティブ空燃比制御を実行しつつ
、センサ出力Vsの最大値Vmaxおよび最小値Vminを検出し、それらの値Vmax、Vminが正常値
であるか否かを判断することにより、下流酸素センサ３４に、応答性劣化、或いは出力縮
小劣化が生じているか否かを、正確に判断することができる。
【００８１】
尚、上述した実施の形態１においては、ECU４０が、触媒前空燃比を所望空燃比とするべ
く燃料噴射量を制御することにより前記第１の発明における「排気空燃比制御手段」が、
上述したアクティブ空燃比制御を実行すべく燃料噴射量を制御することにより前記第１の
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発明における「アクティブ空燃比制御手段」が、上記ステップ１３０～１４８の処理を実
行することにより前記第１の発明における「異常判定手段」が、それぞれ実現されている
。
【００８２】
実施の形態３．
次に、図９および図１０を参照して、本発明の実施の形態３について説明する。
本実施形態の装置は、図１に示すシステムにおいて、ECU４０に後述する図１０に示すル
ーチンを実行させることにより実現することができる。
【００８３】
上述した実施の形態１および２は、アクティブ空燃比制御の際に、触媒前空燃比を一定の
振幅巾で変動させることとしている。これに対して、本実施形態の装置は、必要に応じて
、触媒前空燃比の振幅巾を変えてアクティブ空燃比制御を実行する点に特徴を有している
。
【００８４】
図９は、アクティブ空燃比制御の実行中に、大きな振幅巾で触媒前空燃比を変動させた場
合の動作と、小さな振幅巾で触媒前空燃比を変動させた場合の動作とを対比して表したタ
イミングチャートである。尚、図９（Ａ）乃至図９（Ｃ）に示す波形は、具体的には、触
媒前空燃比の波形、下流酸素センサ３４の出力波形、および触媒後空燃比の波形である。
【００８５】
図９（Ａ）において、実線で示す波形は、アクティブ空燃比制御の実行中に大きな振幅巾
で触媒前空燃比が変更されていることを示す。図９（Ｂ）および図９（Ｃ）中にそれぞれ
実線で示す波形は、その大きな振幅巾に対応して下流酸素センサ３４の出力Vsに表れる変
化、および触媒後空燃比に生ずる変化を示している。
また、図９（Ａ）において、破線で示す波形は、アクティブ空燃比制御の実行中に小さな
振幅巾で触媒前空燃比が変更されていることを示す。図９（Ｂ）および図９（Ｃ）中にそ
れぞれ破線で示す波形は、その小さな振幅巾に対応して下流酸素センサ３４の出力Vsに表
れる変化、および触媒後空燃比に生ずる変化を示している。
【００８６】
図９（Ｃ）に示すように、触媒後空燃比の振幅巾は、触媒前空燃比の振幅巾が大きいほど
大きなものとなる。下流酸素センサ３４の出力Vsは、触媒後空燃比が大きく振幅するほど
急激かつ大きな変化を示す。このため、図９（Ｂ）に示すように、下流酸素センサ３４の
出力Vsは、触媒前空燃比の振幅巾が大きいほど、大きく急激な変化を示す。
【００８７】
下流酸素センサ３４の応答性が劣化していても、触媒後空燃比が大きく急激な変化を示す
場合には、そのセンサ出力Vsも急激な変化を示し易い。また、下流酸素センサ３４に出力
縮小劣化が生じていても、触媒後空燃比が大きな変化を示せば、センサ出力Vsには大きな
変化が生じ易い。このため、正常な下流酸素センサ３４の出力挙動と、劣化した下流酸素
センサ３４の出力挙動とは、触媒後空燃比が大きな巾で変化するほど、また、その変化が
急激であるほど区別が困難となる。このため、下流酸素センサ３４の劣化を感度良く検知
するうえでは、触媒後空燃比（図９（Ｃ））は、大きく急激な変化（実線）を示すより、
小さく緩やかな変化（破線）を示すことが望ましい。この点に着目すると、アクティブ空
燃比制御に伴う触媒前空燃比の振幅巾は、大きい（実線）より小さい（破線）方が望まし
いことになる。
【００８８】
また、アクティブ空燃比制御に伴って触媒前空燃比を変動させる際には、その空燃比の変
動に伴うトルク変動が生ずる。車両のドライバビリティを良好に維持するうえでは、その
ようなトルク変動は可能な限り小さいことが望ましい。アクティブ空燃比制御に伴う触媒
前空燃比の振幅巾は、この点においても、大きい（実線）より小さい（破線）方が望まし
い。
【００８９】
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更に、車両の排気エミッションを良好に維持するうえでは、アクティブ空燃比制御の実行
中における触媒後空燃比は、可能な限り理論空燃比の近傍に制御されることが望ましい。
図９（Ｃ）を参照して既述した通り、触媒後空燃比は、触媒前空燃比の振幅巾が大きいほ
ど大きなものとなる。従って、エミッションの観点からしても、アクティブ空燃比制御に
伴う触媒前空燃比の振幅巾は、大きい（実線）より小さい（破線）方が望ましいことにな
る。
【００９０】
以上説明した通り、アクティブ空燃比制御に伴う触媒前空燃比の振幅巾は、下流酸素セン
サ３４の劣化を感度良く検出する点、良好なドライバビリティを確保する点、および良好
なエミッション特性を維持する点に鑑みると、可能な限り小さいことが望ましい。しかし
ながら、アクティブ空燃比制御に伴う触媒前空燃比の振幅巾を小さくすることには、以下
のようなデメリットも伴う。
【００９１】
第１に、本実施形態の装置では、下流酸素センサ３４の劣化状態を判断するために、アク
ティブ空燃比制御の実行に伴い、下流酸素センサ３４の周囲に強制的に既知の空燃比を導
くことが必要である。そして、本実施形態の手法によれば、その空燃比に重畳する誤差が
大きくなるほど、下流酸素センサ３４の劣化検出精度が悪化する。空燃比の制御精度は、
その振幅巾が小さくなるほど、確保することが困難となる。従って、本実施形態において
、アクティブ空燃比制御に伴う触媒前空燃比の振幅巾を小さくした場合、劣化判定にバラ
ツキが生じ易くなるというデメリットが生ずる。
【００９２】
第２には、本実施形態の装置では、アクティブ空燃比制御に伴う触媒前空燃比の振幅巾が
小さいほど、触媒後空燃比の反転期間が長期化する（図９参照）。つまり、本実施形態の
装置において、アクティブ空燃比制御の実行中は、空燃比がリッチ或いはリーンな排気ガ
スが継続的に上流触媒２８に流入し、酸素吸蔵容量に相当する酸素の授受が行われた時点
で触媒後空燃比の反転が起きる。このため、その反転期間は、触媒前空燃比の振幅巾が小
さく、単位時間当たり酸素授受量が少ないほど長期化する。触媒後空燃比の反転期間中に
内燃機関の運転状態が大きく変化するような状況下では、下流酸素センサ３４の劣化状態
を精度良く判定することはできない。そして、内燃機関の運転状態は、上記の反転期間が
長期化するほど、その期間中に大きく変化し易い。このため、本実施形態の装置では、ア
クティブ空燃比制御に伴う触媒前空燃比の振幅巾が小さいほど、下流酸素センサ３４の劣
化状態を正確に判断することのできる頻度が低下するというデメリットが生じ易い。
【００９３】
以上説明した通り、本実施形態の装置において、アクティブ空燃比制御の実行に伴う触媒
前空燃比の振幅巾を小さくする設定と、大きくする設定とは、それぞれ一長一短を有して
いる。そこで、本実施形態では、それぞれの長所が最大限に利用でき、それぞれの短所が
最小限に抑制できるように、必要に応じて、アクティブ空燃比制御の実行中における触媒
前空燃比の振幅巾を大小２段階に切り換えることとしている。
【００９４】
図１０は、本実施形態においてECU４０が実行する劣化検出ルーチンの具体的内容を説明
するためのフローチャートである。尚、図１０において、上記図５または図８に示すステ
ップと同一のステップについては、同一の符号を付してその説明を省略または簡略する。
【００９５】
図１０に示すルーチンでは、ステップ１００においてアクティブ制御の実行条件が成立す
ると判別された場合、次に、触媒前空燃比の振幅巾として所定の小振幅が設定される（ス
テップ１５０）。
本ステップ１５０の処理が実行されると、以後、ECU４０は、触媒前空燃比が上記の小振
幅で変動するように、アクティブ空燃比制御を実行する。
【００９６】
図１０に示すルーチンでは、次に、下流酸素センサ３４の劣化を検出するための処理、具
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体的には、図５に示すステップ１０６～１２２の処理、或いは、図８に示すステップ１３
０～１４８の処理が実行される。これらの処理が実行されることにより、上記の小振幅を
用いたアクティブ空燃比制御が実行されている環境下で、下流酸素センサ３４の劣化状態
が判断される。
【００９７】
次に、小振幅を用いた上記の劣化検出処理により、下流酸素センサ３４の異常（劣化）が
判定されたか否かが判別される（ステップ１５２）。
その結果、異常判定がされていないと判別された場合は、下流酸素センサ３４に劣化が生
じていないと判断され、下流酸素センサ３４の正常判定が確定される（ステップ１６０）
。
【００９８】
一方、上記ステップ１５２において、下流酸素センサ３４の異常判定がされていると判別
された場合は、次に、触媒前空燃比の振幅巾として所定の大振幅が設定される（ステップ
１５４）。
本ステップ１５４の処理が実行されると、以後、ECU４０は、触媒前空燃比が上記の大振
幅で変動するように、アクティブ空燃比制御を実行する。
【００９９】
図１０に示すルーチンでは、次に、下流酸素センサ３４の劣化検出処理が再び実行される
。より具体的には、図５に示すステップ１０６～１２２の処理、或いは、図８に示すステ
ップ１３０～１４８の処理が再び実行される。これらの処理が実行されることにより、上
記の大振幅を用いたアクティブ空燃比制御が実行されている環境下で、下流酸素センサ３
４に劣化が生じているか否かが判断される。
【０１００】
次に、大振幅を用いた上記の劣化検出処理により、下流酸素センサ３４の異常（劣化）が
判定されたか否かが判別される（ステップ１５６）。
その結果、異常判定がされていると判別された場合は、下流酸素センサ３４の劣化が確定
的に判定される（ステップ１５８）。
一方、異常判定がされていないと判別された場合は、下流酸素センサ３４に劣化が生じて
いないと判断され、下流酸素センサ３４の正常判定を確定すべく、上記ステップ１６０の
処理が実行される。
【０１０１】
以上説明した通り、図１０に示すルーチンによれば、下流酸素センサ３４の劣化を検出す
るにあたって、先ず、小さな振幅を伴うアクティブ空燃比制御を実行して劣化状態を判定
することができる。そして、その判定により正常判断が得られた場合は、以後、大振幅の
アクティブ空燃比制御を実行することなく、下流酸素センサ３４の正常判定を確定させる
ことができる。既述した通り、小振幅を伴うアクティブ空燃比制御は、車両のドライバビ
リティやエミッション特性を良好に維持するうえで、大振幅を伴うアクティブ空燃比制御
に比して優れている。上記図１０に示すルーチンによれば、下流酸素センサ３４が正常で
ある場合に、大振幅のアクティブ空燃比制御が実行されるのを回避して、ドライバビリテ
ィの悪化やエミッション特性の劣化が生ずる頻度を有効に下げることができる。
【０１０２】
また、上述した図１０に示すルーチンによれば、小振幅のアクティブ空燃比制御を伴う劣
化検出処理により、下流酸素センサ３４の異常が仮判定された場合に、下流酸素センサ３
４に真に劣化が生じているか否かを確定すべく、大振幅のアクティブ空燃比制御を伴う劣
化検出処理を実行することができる。既述した通り、大振幅のアクティブ空燃比制御は、
下流酸素センサ３４に劣化が生じているか否かを、バラツキなく、正確に判断するうえで
小振幅のアクティブ空燃比制御に比して優れている。このため、上記図１０に示すルーチ
ンによれば、ドライバビリティやエミッションの悪化頻度を最小限に抑えつつ、下流酸素
センサ３４の劣化を正確に検出することができる。
【０１０３】
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　尚、上述した実施の形態３においては、ECU４０が、上記ステップ１５０および１５４
の処理を実行することにより前記第１の発明における「空燃比振幅巾変更手段」が、上記
ステップ１５０で設定された小振幅でのアクティブ空燃比制御を実行させることにより前
記第１の発明における「小振幅アクティブ制御指令手段」が、上記小振幅でのアクティブ
空燃比制御が実行されている環境下で上記ステップ１０６～１２２または１３０～１４８
の処理を実行することにより前記第１の発明における「第１異常判定指令手段」が、上記
ステップ１５４で設定された大振幅でのアクティブ空燃比制御を実行させることにより前
記第１の発明における「大振幅アクティブ制御指令手段」が、上記大振幅でのアクティブ
空燃比制御が実行されている環境下で上記ステップ１０６～１２２または１３０～１４８
の処理を実行することにより前記第１の発明における「第２異常判定指令手段」が、上記
ステップ１５８の処理を実行することにより前記第１の発明における「異常発生確定手段
」が、それぞれ実現されている。
【０１０４】
実施の形態４．
次に、図１１を参照して、本発明の実施の形態４について説明する。
本実施形態の装置は、図１に示すシステム構成において、ECU４０に、後述する図１１に
示すルーチンを実行させることにより実現することができる。
【０１０５】
本実施形態の装置が正常に機能するためには、上流触媒２８および下流触媒３０が、それ
ぞれ適正な酸素吸蔵容量を有していることが必要である。このため、この装置においては
、それぞれの触媒２８，３０の酸素吸蔵容量を検出し、その容量が過小である場合には触
媒の劣化が判定できることが望ましい。
【０１０６】
本実施形態の装置は、上述した他の実施形態の装置と同様に、アクティブ空燃比制御を実
行する。ここで、アクティブ空燃比制御とは、既述した通り、下流酸素センサ３４の出力
Vsがリーン出力からリッチ出力に、或いはリッチ出力からリーン出力に反転する毎に、上
流触媒２８に流入する排気ガスの空燃比、つまり、触媒前空燃比をリッチからリーンに、
或いは、リーンからリッチに反転させる制御である（図２参照）。
【０１０７】
下流酸素センサ３４の出力Vsは、上流触媒２８に吸蔵されている全ての酸素が消費された
時点でリーン出力からリッチ出力に反転し（図２における時刻t1）、上流触媒２８に酸素
吸蔵容量一杯に酸素が吸蔵された時点でリッチ出力からリーンに反転する（図２における
時刻t4）。従って、上流触媒２８の酸素吸蔵容量は、下流酸素センサ３４の出力Vsがリッ
チ出力に反転した時刻から、その出力がリーン出力に反転するまでの間に、上流触媒２８
に吸蔵された酸素量の積分値として、或いは、下流酸素センサ３４の出力Vsがリーン出力
に反転した時刻から、その出力がリッチ出力に反転するまでの間に、上流触媒２８から放
出された酸素量の積分値として検出することが可能である。
【０１０８】
上流触媒２８は、触媒前空燃比A/Fが理論空燃比A/Fstoichiよりリッチである場合、つま
り、A/F＜A/Fstoichiである場合に、酸素の不足分を補うように酸素を放出する。この場
合、内燃機関１０に対する燃料供給量をFとすると、不足する酸素量QO２は、上記のA/Fお
よびA/Fstoichiを用いて次式のように表すことができる。但し、次式中、計数ｋは、空気
に含まれる酸素割合（０．２３）である。

【０１０９】
また、上流触媒２８は、触媒前空燃比A/Fが理論空燃比A/Fstoichiよりリーンである場合
、つまり、A/F＞A/Fstoichiである場合に、酸素の過剰分を吸蔵する。この場合、内燃機
関１０に対する燃料供給量をFとすると、過剰な酸素量QO２は、やはり上記（１）式によ
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り表すことができる。
【０１１０】
本実施形態において、ECU４０は、空燃比センサ３２により触媒前空燃比A/Fを検出するこ
とができる。また、ECU４０は、燃料噴射量自体を制御しているため、単位時間当たりの
燃料供給量Fを検知することができる。このため、ECU４０は、それらのA/FおよびFを上記
（１）式に代入することにより、単位時間当たりの不足或いは過剰酸素量QO２を算出する
ことができる。そして、ECU４０は、アクティブ空燃比制御の実行に伴って下流酸素セン
サ３４の出力Vsが反転する環境下で、その反転を起点および終点として酸素量QO２を積分
することにより、上流触媒２８の酸素吸蔵容量を算出することができる。
【０１１１】
ところで、本実施形態の装置は、上述した他の実施形態の装置と同様に、下流酸素センサ
３４の異常検出の際にもアクティブ空燃比制御を実行する。アクティブ空燃比制御は、強
制的に触媒前空燃比を変動させて、上流触媒２８の下流にリッチまたはリーンな排気ガス
を吹き抜けさせる制御であるから、ドライバビリティやエミッション特性の悪化を避ける
意味で、その実行頻度は低いことが望ましい。そこで、本実施形態の装置は、上流触媒２
８の酸素吸蔵容量を検知するためのアクティブ空燃比制御と、下流酸素センサ３４の異常
検出のためのアクティブ空燃比制御とを兼用するため、それら両者の制御を同時に進行さ
せることとした。
【０１１２】
また、上述した酸素吸蔵容量の算出手法は、下流酸素センサ３４が正常であることを前提
としている。このため、下流酸素センサ３４に異常が生じている場合、上記の算出手法で
は、酸素吸蔵容量が正確に算出できない事態が生じ得る。そして、不正確な酸素吸蔵容量
に基づいて上流触媒２８の状態が判断されると、誤った異常或いは正常判定がなされ得る
。そこで、本実施形態の装置は、下流酸素センサ３４の異常検出処理と、上流触媒２８の
酸素吸蔵容量の算出処理とを同時に進行させながら、上流触媒２８の異常判定は、下流酸
素センサ３４の異常検出処理の終了後に実行することとした。
【０１１３】
図１１は、上記の機能を実現すべく、本実施形態においてECU４０が実行する制御ルーチ
ンのフローチャートである。尚、図１１において、上記図５または図８に示すステップと
同一のステップについては、同一の符号を付してその説明を省略または簡略する。
【０１１４】
図１１に示すルーチンは、ステップ１３４と１３６の間にステップ１７０～１７４が挿入
されている点、ステップ１４２と１４３の間にステップ１７６～１８０が挿入されている
点、ステップ１４６の後にステップ１８２が挿入されている点、およびステップ１４８の
後にステップ１８４～１８８が挿入されている点を除き、図８に示すルーチンと同一であ
る。
【０１１５】
すなわち、図１１に示すルーチンでは、ステップ１３０の条件が成立する場合に、つまり
、下流酸素センサ３４がリッチ出力を発している場合に、出力最大値Vmaxを更新する処理
（ステップ１３２および１３４）に次いで、上流触媒２８の酸素吸蔵容量を算出する処理
が実行される。ここでは、先ず、空燃比差ΔA/Fが検出される（ステップ１７０）。
空燃比差ΔA/Fは、上記（１）式に含まれる値、すなわち、空燃比センサ３２により検出
される触媒前空燃比A/Fと理論空燃比A/Fstoichiとの差（│A/Fstoichi－A/F│）である。
【０１１６】
ECU４０は、次に、単位時間当たり（本ステップの実行周期当たり）の燃料噴射量Fを算出
する（ステップ１７２）。
そして、算出された燃料噴射量Fと上記の空燃比差ΔA/Fとを上記（１）式に代入して単位
時間当たりの過剰酸素量QO２＝ｋ・ΔA/F・Fを算出し、更に、その酸素量QO２の積分値（
上記ステップ１３０の条件が成立した後の積分値）を、上流触媒２８の酸素吸蔵容量（OS
C）の最新値として算出する（ステップ１７４）。
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【０１１７】
酸素吸蔵量の算出処理（上記ステップ１７０～１７４の処理）は、出力最大値Vmaxの更新
処理（上記ステップ１３２，１３４の処理）と同様に、ステップ１３６において、Vs≦VL
が成立すると判別されるまで繰り返し実行される。このため、上述した一連の処理によれ
ば、センサ出力Vsがリッチ出力に反転した後、その出力Vsが再びリーン出力に反転するま
での期間中に生じた過剰な酸素量QO２の積算値を、上流触媒２８の酸素吸蔵容量として算
出することができる。
【０１１８】
図１１に示すルーチンでは、ステップ１３８の条件が成立する場合に、つまり、下流酸素
センサ３４がリーン出力を発している場合に、出力最小値Vminを更新する処理（ステップ
１４０および１４２）に次いで、上流触媒２８の酸素吸蔵容量を算出する処理が実行され
る。ここでは、実質的に、上記ステップ１７０～１７４の場合と同様の手順で酸素吸蔵容
量が算出される（ステップ１７６～１８０）。これらの処理によれば、センサ出力Vsがリ
ーン出力に反転した後、その出力Vsが再びリッチ出力に反転するまでの期間中に生じた過
小な酸素量QO２の積算値を、上流触媒２８の酸素吸蔵容量として算出することができる。
【０１１９】
上記ステップ１３２～１３６の処理が繰り返されることにより算出される過剰な酸素量QO

２の積算値、および、上記ステップ１４０～１４３の処理が繰り返されることにより算出
される過小な酸素量QO２の積算値は、下流酸素センサ３４が正常である場合は、上流触媒
２８の酸素吸蔵容量と精度良く一致する。従って、下流酸素センサ３４が正常である場合
は、それらの一連の処理により、上流触媒２８の酸素吸蔵容量を精度良く算出することが
できる。
【０１２０】
図１１に示すルーチンでは、ステップ１４６において下流酸素センサ３４の劣化が判定さ
れた場合、上記の如く算出された酸素吸蔵容量のデータが破棄される（ステップ１８２）
。
そして、この場合は、酸素吸蔵容量に基づく上流触媒２８の異常判定が行われることなく
、今回の処理サイクルが終了される。このため、図１１に示すルーチンによれば、下流酸
素センサ３４に異常が生じている場合に、異常なセンサ出力Vsを基礎として算出された不
正確な酸素吸蔵容量に基づいて、上流触媒２８の状態が誤って判断されるのを確実に防止
することができる。
【０１２１】
また、図１１に示すルーチンでは、ステップ１４８において下流酸素センサ３４が正常で
あると判別された場合、上述した手順で算出された酸素吸蔵容量（OSC）が、正常値であ
るか否かが判別される（ステップ１８４）。
その結果、酸素吸蔵容量が正常値であると判別された場合は、上流触媒２８が正常である
との判定がなされる（ステップ１８６）。
一方、酸素吸蔵容量が正常値でないと判別された場合は、上流触媒２８が劣化していると
の判定がなされる（ステップ１８８）。
【０１２２】
上記の処理によれば、下流酸素センサ３４が正常である場合に限り、酸素吸蔵容量に基づ
く上流触媒２８の劣化判定を実行することができる。このため、図１１に示すルーチンに
よれば、上流触媒２８の劣化判定を、常に正常な酸素吸蔵容量に基づいて精度良く実行す
ることができる。
【０１２３】
以上説明した通り、図１１に示すルーチンによれば、アクティブ空燃比制御の実行中に、
上流触媒２８の酸素吸蔵容量の算出と、出力最大値Vmaxまたは出力最小値Vminの算出とを
同時に実行することができる。更に、このルーチンによれば、上流触媒２８の異常判定を
、下流酸素センサ３４の異常検出処理の終了後に限り、より具体的には、下流酸素センサ
３４の正常判定がなされた場合にのみ実行することができる。このため、本実施形態の装
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置によれば、ドライバビリティやエミッションの悪化を最小限に抑えつつ、下流酸素セン
サ３４の異常、および上流触媒２８の異常を、常に正確に判定することができる。
【０１２４】
ところで、上述した実施の形態４においては、下流酸素センサ３４の異常を判定する手法
として実施の形態２の手法を用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、そ
の判定手法は、実施の形態１の手法であってもよい。また、上述した実施の形態４におい
ては、アクティブ空燃比制御の振幅を変動させないこととしているが、本発明はこれに限
定されるものではなく、実施の形態３の場合と同様に、アクティブ空燃比制御の振幅を変
動させることとしてもよい。
【０１２５】
　尚、上述した実施の形態４においては、ECU４０が、上記ステップ１７４または１８０
の処理を実行することにより前記第４の発明における「酸素吸蔵容量算出手段」が、上記
ステップ１８４並１８８の処理を実行することにより前記第４の発明における「劣化状態
判断手段」が、それぞれ実現されている。更に、上述した実施の形態４においては、ECU
４０が、上記ステップ１４６に次いで、触媒の劣化判定を実行することなく処理サイクル
を終了させることにより前記第５の発明における「劣化判定禁止手段」が実現されている
。
【０１２６】
実施の形態５．
次に、図１２および図１３を参照して、本発明の実施の形態５について説明する。本実施
形態の装置は、実施の形態１の場合と同様に、図１に示すシステム構成を用いて実現する
ことができる。
【０１２７】
既述した通り、実施の形態１の装置は、アクティブ空燃比制御、つまり、下流酸素センサ
３４の出力がリッチからリーンに反転した際に、触媒前空燃比をリーンからリッチに反転
させ、また、下流酸素センサ３４の出力がリーンからリッチに反転した際に、触媒前空燃
比をリッチからリーンに反転させる制御を実行する。この制御の実行中、触媒前空燃比が
リッチに維持されている間は、上流触媒２８の内部において、上流側の領域から下流側の
領域に向かって順次酸素が吸蔵されていくのが通常である。この場合、上流触媒２８の下
流には、上流触媒２８の内部全域に酸素が一杯に吸蔵された後に空燃比のリーンな排気ガ
スが流出する。そして、このような通常の流れに従う場合、触媒後空燃比は、上流触媒２
８に酸素が一杯に吸蔵された後、理論空燃比近傍値から大きくリーンに偏った値に変化す
る。
【０１２８】
実施の形態１の装置は、アクティブ空燃比制御の実行中に、上流触媒２８に酸素が一杯に
吸蔵されるまではその下流にリーンな排気ガスが流出してこないことを前提として下流酸
素センサ３４の異常判定を行っている。つまり、実施の形態１では、触媒後空燃比が理論
空燃比近傍値からリーンに偏った値に変化する際には、常に大きな変化が生ずることが前
提とされている。
【０１２９】
しかしながら、上流触媒２８の下流には、上流触媒２８の全域に酸素が一杯に吸蔵されて
いない状況下でも、空燃比のリーンな排気ガスが流出することがある。このような現象は
、例えば、吸入空気量Gaが少なく、上流触媒２８の状態が不安定である場合、吸入空気量
Gaが多量であり上流触媒２８下流に未処理ガスが吹き抜けるような場合、或いは、上流触
媒２８の温度が低く上流触媒２８が正規の酸素吸蔵能力を発揮しない場合などにおいて生
じ得る。
【０１３０】
上流触媒２８に酸素が一杯に吸蔵されていない状況下で上流触媒２８の下流にリーンな排
気ガスが流出する場合は、上流触媒２８に酸素が一杯に吸蔵された後にその下流にリーン
な排気ガスが流出する場合に比して、触媒後空燃比はより理論空燃比に近い値となる。つ
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まり、上流触媒２８に酸素が一杯に吸蔵されていない状況下でその下流にリーンな排気ガ
スが流出する場合は、触媒後空燃比が、通常時のリーン空燃比にまで至らず、中途半端に
リーンな値となる。
【０１３１】
図１２は、アクティブ空燃比制御の実行に伴って上流触媒２８の下流に中途半端にリーン
な排気ガスが流出する状況と、その実行に伴って上流触媒２８の下流に十分にリーンな排
気ガスが流出する状況とを対比して説明するためのタイミングチャートである。より具体
的には、図１２（Ａ）は、アクティブ空燃比制御の実行中における触媒前空燃比の目標値
および実測値の波形を示す。図１２（Ｂ）は、アクティブ空燃比制御の実行中における触
媒後空燃比の実測値、つまり、下流酸素センサ３４の出力の波形を示す。また、図１２（
Ｃ）は、アクティブ空燃比制御の実行中に算出された酸素吸蔵容量OSCの値を示す。
【０１３２】
アクティブ空燃比制御の実行中は、図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）に示すように、触媒
後空燃比がリーン判定値VLを下回ることにより触媒前空燃比の目標値がリッチ空燃比に反
転され、また、触媒後空燃比がリッチ判定値VRを上回ると触媒前空燃比の目標値がリーン
空燃比に反転される。図１２に示すタイミングチャートは、このような処理が繰り返され
る過程で、下流酸素センサ３４の出力（触媒後空燃比）が、時刻t1以前は十分にリーン化
せず、時刻t1以降において正常なリーン値に到達するようになった場合を例示している。
下流酸素センサ３４の出力（触媒後空燃比）がこのような変化を示すのは、時刻t1以前に
おいて、上流触媒２８の下流に中途半端にリーンな排気ガスが流出する現象が生じていた
からであり、下流酸素センサ３４に異常が生じていたからではない。
【０１３３】
しかしながら、時刻t1以前の下流酸素センサ３４の出力を見ると、正常時に比してその応
答性は悪く、出力も縮小されている。従って、実施の形態１または２の手法で下流酸素セ
ンサ３４の異常判定が行われた場合、時刻t1以前においては、その異常が誤判定される事
態が生ずる。このため、異常判定の精度を高めるべく、上流触媒２８の下流に中途半端な
空燃比を伴う排気ガスが流出してくるような状況下では、下流酸素センサ３４の異常判定
の実行を禁止することが望ましい。
【０１３４】
図１２（Ｃ）に示す波形は、実施の形態４の場合と同様の手法で算出された酸素吸蔵容量
OSCの変化を示す。酸素吸蔵容量OSCは、下流酸素センサ３４の出力Vsがリーン判定値VLを
下回った後その値Vsがリッチ判定値VRを上回るまでの間、上流触媒２８に流入した排気ガ
ス中の酸素不足量を積算することにより、或いは、下流酸素センサ３４の出力Vsがリッチ
判定値VRを上回った後その値Vsがリーン判定値VLを下回るまでの間、上流触媒２８に流入
した過剰な酸素量を積算することにより算出することができる（図１１中、ステップ１７
０～１７４、ステップ１７６～１８０参照）。
【０１３５】
時刻t1以前のように、上流触媒２８の下流に中途半端な空燃比の排気ガスが流出してくる
状況下では、上流触媒２８に酸素が一杯に吸蔵される以前に下流酸素センサ３４の出力Vs
がリーン判定値VLを下回る事態が生ずる。上記の算出手法によれば、酸素吸蔵容量OSCは
、下流酸素センサ３４の出力Vsがリーン判定値VLを下回った時点で一端確定される。従っ
て、上流触媒２８の下流に中途半端な空燃比の排気ガスが流出してくる状況下では、酸素
吸蔵容量OSCは、上流触媒２８が有する本来の酸素吸蔵能力に対して過小な値となる。
【０１３６】
また、下流酸素センサ３４の出力Vsが、上記の如く上流触媒２８に酸素が一杯に吸蔵され
る以前にリーン判定値VLを下回ると、その後、触媒前空燃比の目標値がリッチ空燃比に反
転されると共に、上流触媒２８内に酸素の吸蔵余力が残された状態を起点として次回の酸
素吸蔵容量OSCの算出が開始される。そして、以後、下流酸素センサ３４の出力がリッチ
判定値VRを上回るまでに上流触媒２８から放出された酸素量の積算値に相当する値が酸素
吸蔵容量OSCとして算出される。この場合、下流酸素センサ３４の出力が、上流触媒２８
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内の全ての酸素が放出された時点で正しくリッチ判定値VRを上回ったとしても、酸素吸蔵
容量OSCは、上流触媒２８が有する本来の酸素吸蔵能力に対して過小な値となる。
【０１３７】
図１２（Ｃ）において、破線で示す基準値は、上流触媒２８が有する本来の酸素吸蔵能力
に対応する酸素吸蔵容量OSCとみなすべき下限の値を示す。図１２（Ｃ）は、上流触媒２
８内に酸素が一杯に吸着される以前に下流酸素センサ３４の出力がリーン判定値VLを下回
るような状況下（時刻t1以前）では、酸素吸蔵容量OSCが、その基準値より小さな値とな
ることを示している。
【０１３８】
図１２（Ｃ）に示す関係は、換言すると、酸素吸蔵容量OSCが基準値を下回るような状況
下（時刻t1以前）では、アクティブ空燃比制御の実行に伴って、上流触媒２８の下流に中
途半端な空燃比を有する排気ガスが流出している可能性が高いこと、つまり、上流触媒２
８内に酸素が一杯に吸蔵される以前にセンサ出力Vsがリーン判定値VLを下回った可能性（
或いは、上流触媒２８内の酸素が全て放出される以前にセンサ出力Vsがリッチ判定値VRを
上回った可能性）が高いことを意味している。そして、酸素吸蔵容量OSCが上記の基準値
を下回る状況下で下流酸素センサ３４の異常判定を禁止することとすれば、時刻t1以前に
おいて、下流酸素センサ３４の異常が誤判定されるのを防ぐことができる。
【０１３９】
上記の基準値は、既述した通り、正規の酸素吸蔵容量OSCとみなすことのできる下限の値
である。このような基準値としては、例えば、上流触媒２８が示す酸素吸蔵容量OSCの定
常的な値を用いることができる。そして、そのような定常的な値は、ある程度の期間に渡
って酸素吸蔵容量OSCの学習を継続することで得ることができる。そこで、本実施形態で
は、アクティブ空燃比制御の実行中に、酸素吸蔵容量OSCの学習値を作成し、その学習値
より小さな酸素吸蔵容量OSCが算出された際には、そのOSCの算出期間中に発せられたセン
サ出力Vsに基づいて下流酸素センサ３４の異常を判定するのを禁止することとした。
【０１４０】
図１３は、上記の機能を実現するために、本実施形態においてECU４０が実行する制御ル
ーチンのフローチャートを示す。
図１３に示すルーチンにおいては、先ず、アクティブ制御が実施中であるか否かが判別さ
れる（ステップ１９０）。
【０１４１】
次に、下流酸素センサ出力処理が実施される（ステップ１９２）。
下流酸素センサ出力処理では、具体的には、下流酸素センサ３４のセンサ出力Vsの検出、
酸素吸蔵容量OSCの更新処理、および異常判定パラメータの更新処理などが実行される。
酸素吸蔵容量OSCの更新処理は、空燃比センサ３２のセンサ出力に基づいて、図１１に示
すステップ１７０～１７４、或いはステップ１７６～１８０の処理と同様の手順で行われ
る。また、異常判定パラメータとは、実施の形態１におけるカウンタCの計数値、或いは
、実施の形態２における最大値Vmaxまたは最小値Vminを意味し、その更新処理は、図５に
おけるステップ１０８または１１４と同様の手順で、或いは図８におけるステップ１３２
－１３４または１４０－１４２と同様の手順で実行される。
【０１４２】
図１３に示すルーチンでは、次に、前回の処理サイクルから今回の処理サイクルにかけて
、下流酸素センサ３４のセンサ出力Vsがリーン判定値VLを上回る値から、その値VL以下に
低下したか、或いは、センサ出力Vsがリッチ判定値VRを下回る値からその値VR以上に上昇
したかが判別される。つまり、下流酸素センサ３４の出力Vsが、今回の処理サイクルにお
いてリーン出力、或いはリッチ出力に反転したと認められるか否かが判別される（ステッ
プ１９４）。
【０１４３】
その結果、センサ出力Vsの反転が認められないと判別された場合は、以後、速やかに今回
の処理サイクルが終了される。一方、センサ出力Vsの反転が認められると判別された場合
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は、先ず、現時点で算出されている酸素吸蔵容量OSCが、今回の反転周期における酸素吸
蔵容量OSCとして確定される（ステップ１９６）。
【０１４４】
図１３に示すルーチンでは、上記ステップ１９６の処理が終了した後、ステップ１９８以
降の処理と、ステップ２０２以降の処理とが並列して実行される。
すなわち、上記ステップ１９６の処理が終了すると、一方では、先ず、酸素吸蔵容量OSC
の学習条件が成立しているか否かが判別される（ステップ１９８）。
ここでは、具体的には、▲１▼吸入空気量Gaが、下限判定値GaL以上、かつ、上限判定値G
aH以下であるか、および▲２▼上流触媒２８の温度が下限判定値TcL以上、かつ、上限判
定値TcH以下であるかが判別される。
【０１４５】
下限判定値GaLは、上流触媒２８が安定した状態を維持することのできる下限の吸入空気
量Gaとして定められた値である。そして、吸入空気量Gaが下限判定値GaLを下回っている
場合は、上流触媒２８が正常な浄化能力を発揮せず、上流触媒２８が浄化能力を有する状
況下でもその下流に未浄化の排気ガスが吹き抜けてくる可能性があると判断できる。また
、上限判定値GaHは、上流触媒２８が、未浄化の排気ガスを吹き抜けさせることなく処理
することのできる吸入空気量Gaの上限値である。従って、吸入空気量Gaが上限判定値GaH
を超えている場合は、上流触媒２８が浄化能力を有する状況下でもその下流に未浄化の排
気ガスが吹き抜けてくる可能性があると判断できる。更に、下限判定値TcLは、上流触媒
２８が、正常な浄化能力を発揮することのできる最低の温度である。従って、上流触媒２
８の温度が下限判定値TcLを下回っている場合も、上流触媒２８の下流には、上流触媒２
８が浄化能力を有しているにも関わらず未浄化の排気ガスが吹き抜けてくる可能性がある
と判断できる。
【０１４６】
つまり、上記ステップ１９８において判定される▲１▼および▲２▼の条件の何れかが成
立しない場合は、触媒後空燃比（下流酸素センサ３４の出力Vs）がリーン判定値Vs以下、
或いはリッチ判定値VR以上に反転した段階で、上流触媒２８に、未だに酸素吸蔵余力、或
いは酸素放出余力が残っている可能性があると判断できる。換言すると、上記▲１▼およ
び▲２▼の条件の何れかが成立しない場合は、上記ステップ１９６において算出された酸
素吸蔵容量OSCが、上流触媒２８が本来有する酸素吸蔵能力に対応した値でない可能性が
あると判断できる。
【０１４７】
このため、図１３に示すルーチンでは、上記ステップ１９８において、▲１▼および▲２
▼の学習条件の少なくとも一方が不成立であると判別された場合は、以後、今回算出され
た酸素吸蔵容量OSCを学習値に反映させることなく、今回の処理サイクルが終了される。
一方、それらの学習条件▲１▼および▲２▼が何れも成立すると判別された場合は、今回
算出された酸素吸蔵容量OSCを学習値に反映させた後（ステップ２００）、今回の処理サ
イクルが終了される。
尚、酸素吸蔵容量OSCを学習値に反映させる手法は、公知の如何なる手法であってもよい
。例えば、過去所定回数にわたる有効な酸素吸蔵容量OSCを単純平均して学習値としても
、或いは、今回以前に得られた複数の酸素吸蔵容量OSCに適当な重み付けを施したうえで
、それらの平均を取って学習値としてもよい。
【０１４８】
図１３に示すルーチンによれば、上記ステップ１９６の処理に次いで、上記ステップ１９
８以降の処理と並行して、酸素吸蔵容量OSCの学習値と今回得られたOSCとの差が、判定値
ΔOSC０より小さいか否かが判別される（ステップ２０２）。
判定値ΔOSC０は、今回得られた酸素吸蔵容量OSCが、OSCの学習値、つまり上流触媒２８
の定常的な酸素吸蔵容量OSCと同視できるものであるか否かを判断するための値である。
【０１４９】
従って、上記ステップ１９８において、今回得られたOSCと、OSCの学習値との差が、判定
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値ΔOSC０より小さくないと判別された場合は、今回得られた酸素吸蔵容量OSCは、異常な
値であると判断できる。そして、この場合は、その酸素吸蔵容量OSCが算出される過程に
おいて発せられていた下流酸素センサ３４の出力Vsは、上流触媒２８の下流に吹き抜けて
きた空燃比の中途半端な排気ガスの影響を受けている可能性があると判断できる。このた
め、図１３に示すルーチンでは、上記ステップ１９８の条件が成立しない場合、以後、下
流酸素センサ３４の異常判定処理を行うことなく今回の処理サイクルが終了される。
【０１５０】
一方、上記ステップ１９８において、今回得られた酸素吸蔵容量OSCが、OSCの学習値と同
視できると判断された場合は、その酸素吸蔵容量OSCが算出される過程において出力され
ていたセンサ出力Vsは、上流触媒２８下流における空燃比が正しく変化する過程において
発せられた正しい値であると判断できる。このため、図１３に示すルーチンでは、この場
合、以後、下流酸素センサ３４の異常判定処理が実行される（ステップ２０６）。
本ステップ２０６では、具体的には、上記ステップ１９２において更新された異常判定パ
ラメータ（実施の形態１におけるカウンタCの計数値、或いは、実施の形態２における最
大値Vmaxまたは最小値Vmin）が正常値と見なせるか否かが判別される。この処理は、図５
におけるステップ１１８、或いは図８におけるステップ１４４と同様の手順で行うことが
できる。
【０１５１】
次いで、上記ステップ２０４の判別により、異常判定条件の成立が認められたか否かが判
別される（ステップ２０６）。
具体的には、カウンタCの計数値が判定値C0以上であると認められるか、或いは、最大値V
maxが判定値αより小さいか、または最小値Vminが判定値β大きいかが判別される。
【０１５２】
その結果、異常判定条件の成立が認められないと判別された場合は、下流酸素センサ３４
の異常を判定することなく、今回の処理サイクルが終了される。一方、異常判定条件の成
立が認められると判別された場合は、下流酸素センサ３４の異常が判定された後（ステッ
プ２０８）、今回の処理サイクルが終了される。
【０１５３】
以上説明した通り、図１３に示すルーチンによれば、アクティブ空燃比制御の実行中に、
下流酸素センサ３４が中途半端な空燃比の排気ガスに影響された出力Vsを発するような状
況下では、その出力Vsに基づく異常判定の実行を禁止することができる。そして、アクテ
ィブ空燃比制御の実行に伴い、触媒後空燃比が適正に大きく変化している場合に限り、下
流酸素センサ３４の異常判定を許可することができる。このため、本実施形態の装置によ
れば、不安定なセンサ出力Vsが発せられる状況下で誤った異常判定がなされるのを有効に
防止して、下流酸素センサ３４の異常判定を高精度に行うことが可能である。
【０１５４】
ところで、上述した実施の形態５においては、実施の形態１または２で用いた異常判定の
手法に、その判定の実行を禁止する処理を組み合わせることとしているが、その組み合わ
せの対象は、実施の形態１または２に限定されるものではない。すなわち、異常判定の実
行を禁止する処理は、実施の形態３または４の処理と組み合わせることとしてもよい。
【０１５５】
また、上述した実施の形態５においては、ある処理サイクルにおいて算出された酸素吸蔵
容量OSCが、OSCの学習値から乖離している場合に、そのOSCの算出期間中に発せられたセ
ンサ出力Vsに基づく異常判定の実行を禁止することとしているが、その禁止の判断の基礎
は、酸素吸蔵容量OSCと学習値との乖離に限定されるものではない。すなわち、既述した
通り、吸入空気量Gaが下限判定値GaLを下回る場合や上限判定値GaHを上回る場合、或いは
、上流触媒２８の温度が下限判定値TcLを下回るような場合には、上流触媒２８の下流に
中途半端な空燃比の排気ガスが流出し易い。そして、その場合は、下流酸素センサ３４の
センサ出力Vsが不適正な値となり易く、その出力Vsに基づく異常判定の精度が低下し易い
。このため、センサ出力Vsに基づく異常判定の実行可否は、吸入空気量Gaや上流触媒２８
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の温度が適正な値であるか否かに基づいて判断することとしてもよい。
【０１５６】
　尚、上述した実施の形態５においては、ECU４０が、上記ステップ１９２において酸素
吸蔵容量OSCの更新処理を行うことにより前記第６の発明における「酸素吸蔵容量算出手
段」が、上記ステップ２０２の処理を実行することにより前記第６の発明における「判定
禁止手段」が、それぞれ実現されている。
　また、上述した実施の形態５においては、ECU４０が、上記ステップ２００の処理を実
行することにより前記第７の発明における「学習値更新手段」が、上記ステップ１９８の
処理を実行することにより前記第８の発明における「学習値更新禁止手段」が、それぞれ
実現されている。
　更に、上述した実施の形態５においては、ECU４０に、吸入空気量Ga、或いは上流触媒
２８の温度に基づいて異常判定の実行可否を判断させることにより、前記第９の発明にお
ける「判定禁止手段」を実現することができる。
【０１５７】
【発明の効果】
この発明は以上説明したように構成されているので、以下に示すような効果を奏する。
第１の発明によれば、アクティブ空燃比制御を実行することにより、触媒の下流における
排気空燃比を的確にリッチ空燃比とリーン空燃比の間で反転させることができる。従って
、その制御の実行中に下流酸素センサから発せられるセンサ出力を基礎とすれば、下流酸
素センサの異常を正確に判断することができる。
【０１５８】
第２の発明によれば、アクティブ空燃比制御の実行中に、下流酸素センサの出力が、適正
な変化速度でその出力を変化させているか否かを見ることで、下流酸素センサの応答性異
常を正確に判断することができる。
【０１５９】
第３の発明によれば、アクティブ空燃比制御の実行中に、下流酸素センサの出力が、変化
の過程で適正な値に到達しているか否かを見ることで、下流酸素センサの応答性異常およ
び出力縮小異常を正確に判断することができる。
【０１６０】
　また、第１の発明によれば、小さな振幅巾で排気空燃比を振幅させることにより、ドラ
イバビリティやエミッションを悪化させることなく、下流酸素センサの異常を仮判定する
ことができる。そして、異常の発生が仮判定された場合にのみ、大きな振幅で、異常とし
て捕らえるべき劣化が下流酸素センサに生じているのかを確認することができる。このた
め、本発明によれば、ドライバビリティやエミッションの悪化を最小限に抑制しつつ、下
流酸素センサの異常を正確に検出することができる。
【０１６１】
　第４の発明によれば、下流酸素センサの異常を検出するためのアクティブ空燃比の実行
中に、その下流酸素センサの出力変化を利用しつつ触媒の酸素吸蔵容量を算出することが
できる。そして、下流酸素センサに異常が生じていないことが確認された状態で、その酸
素吸蔵容量に基づいて触媒の劣化状態を判断することができる。このため、本発明によれ
ば、アクティブ空燃比制御の実行を最小限に抑制しつつ、下流酸素センサの異常判定と、
触媒の劣化判定とを共に正確に行うことができる。
【０１６２】
　第５の発明によれば、下流酸素センサに異常が認められる場合には、触媒の劣化判定の
実行を禁止することができる。触媒の劣化判定の基礎となる酸素吸蔵容量は、下流酸素セ
ンサのセンサ出力を利用して算出されている。従って、下流酸素センサに異常が生じてい
る場合は、酸素吸蔵容量が正しくない可能性がある。本発明によれば、そのような不正確
な酸素吸蔵容量に基づく劣化判定を禁止することで、触媒状態の誤判定を防止することが
できる。
【０１６３】
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　第６の発明によれば、下流酸素センサの異常を検出するためのアクティブ空燃比の実行
中に、その下流酸素センサの出力変化を利用しつつ触媒の酸素吸蔵容量を算出することが
できる。そして、算出された酸素吸蔵容量が基準値から大きく乖離している場合には、異
常判定の実施を禁止することができる。酸素吸蔵容量の算出値が基準値から大きく乖離し
ているときは、その算出の期間中に下流酸素センサが一時的に異常な出力を発したと判断
できる。そして、その場合、下流酸素センサ自身に異常が生じているよりは、むしろ、そ
のセンサを取り巻く環境に異常が生じていた可能性が高いと判断できる。本発明によれば
、そのような環境下で発せられたセンサ出力に基づいて、下流酸素センサの異常判定が誤
って行われるのを有効に防ぐことができる。
【０１６４】
　第７の発明によれば、酸素吸蔵容量の学習値を基準値として、順次算出される酸素吸蔵
容量が適正な値であるか否かを判断することができる。このため、本発明によれば、酸素
吸蔵容量が算出される毎に、その算出期間中におけるセンサ出力が、その時点における下
流酸素センサの状態に適合した通常の値であったのか、或いは、異常な環境に起因する異
常値であったのかを精度良く判断することができる。
【０１６５】
　第８の発明によれば、吸入空気量および触媒温度の少なくとも一方が所定範囲から外れ
ている場合に、つまり、触媒の下流に、中途半端にリッチ或いはリーンなガスが吹き抜け
てくる可能性が高い場合に、酸素吸蔵容量の学習値が更新されるのを禁止することができ
る。このため、本発明によれば、その学習値の精度を十分に高く維持することができる。
【０１６６】
　第９の発明によれば、吸入空気量および触媒温度の少なくとも一方が所定範囲から外れ
ている場合に、つまり、触媒の下流に、中途半端にリッチ或いはリーンなガスが吹き抜け
てくる可能性が高い場合に、下流酸素センサの異常判定が行われるのを禁止することがで
きる。このため、本発明によれば、触媒の下流に中途半端なガスが流出してきた際に、そ
のガスを受けて下流酸素センサの異常状態が誤判定されるのを有効に防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１の構成を説明するための図である。
【図２】　本発明の実施の形態１の装置が実行するアクティブ空燃比制御の内容を説明す
るためのタイミングチャートである。
【図３】　本発明の実施の形態１において、アクティブ空燃比制御の実行中に、触媒後空
燃比の反転に伴って下流酸素センサの出力に生ずる変化の様子を説明するための図である
。
【図４】　図２に示すタイミングチャートに、下流酸素センサの応答性が劣化した場合に
実現されるタイミングチャートを重ねて表した図である。
【図５】　本発明の実施の形態１において実行される劣化検出ルーチンのフローチャート
である。
【図６】　図１に示す構成において下流酸素センサに生ずる劣化のモードを説明するため
の図である。
【図７】　図１に示す構成においてアクティブ空燃比制御の実行中に発せられる下流酸素
センサの出力の詳細な波形である。
【図８】　本発明の実施の形態２において実行される劣化検出ルーチンのフローチャート
である。
【図９】　本発明の実施の形態３の装置が実行するアクティブ空燃比制御の内容を説明す
るためのタイミングチャートである。
【図１０】　本発明の実施の形態３において実行される劣化検出ルーチンのフローチャー
トである。
【図１１】　本発明の実施の形態４において実行される劣化検出ルーチンのフローチャー
トである。
【図１２】　本発明の実施の形態５の特徴的動作を説明するためのタイミングチャートで
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ある。
【図１３】　本発明の実施の形態５において実行されるルーチンのフローチャートである
。
【符号の説明】
１０　内燃機関
１２　吸気通路
１４　排気通路
２８　上流触媒
３０　下流触媒
３２　空燃比センサ
３４　下流酸素センサ
Vs　下流酸素センサのセンサ出力
VR　リッチ判定値
VL　リーン判定値
Vmax　出力最大値
Vmin　出力最小値
OSC　酸素吸蔵容量

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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